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摂
関
期
の
石
清
水
行
幸
と
御
神
楽

中

本

真

人

は
じ
め
に

天
元
二
年
（
九
七
九
）
三
月
二
十
七
日
、
円
融
天
皇
は
歴
代
天
皇
と
し

て
は
初
め
て
、
石
清
水
八
幡
宮
寺
を
行
幸
し
た
。
石
清
水
八
幡
は
公
家
・

武
家
・
庶
民
を
問
わ
ず
、
広
く
信
仰
を
集
め
た
宮
寺
で
あ
っ
た
が
、
平
安

後
期
以
降
は
伊
勢
神
宮
に
次
ぐ
第
二
の
宗
廟
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
特
に

皇
室
の
崇
敬
が
篤
か
っ
た
。
し
か
も
伊
勢
に
比
べ
る
と
、
は
る
か
に
地
理

的
に
京
に
近
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
行
幸
・
御
幸
の
機
会
も
多
く
、
ま
た
公

家
の
参
詣
は
頻
繁
に
行
わ
れ
た
。

円
融
天
皇
の
行
幸
以
後
、
後
村
上
天
皇
ま
で
の
間
、
花
山
天
皇
・
六
条

天
皇
・
安
徳
天
皇
・
仲
恭
天
皇
・
後
伏
見
天
皇
・
後
二
条
天
皇
・
花
園
天

皇
の
七
代
を
除
い
て
、
歴
代
の
天
皇
は
一
度
は
石
清
水
八
幡
に
行
幸
し
て

い
る
。
特
に
白
河
天
皇
に
至
っ
て
は
、
十
一
度
の
行
幸
を
行
い
、
ま
た
近

衞
天
皇
は
仁
平
元
年
（
一
一
五
一
）
よ
り
開
始
し
て
、
毎
年
の
行
幸
を
定

め
ら
れ
た
。
以
後
、
後
村
上
天
皇
に
よ
る
正
平
七
年
（
一
三
五
二
）
閏
二

月
十
九
日
の
石
清
水
行
幸
を
最
後
に
い
っ
た
ん
途
絶
え
る
が
、
文
久
三
年

（
一
八
六
三
）
四
月
十
一
日
の
孝
明
天
皇
の
石
清
水
行
幸
よ
り
再
興
さ

１
）

れ
た
。
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
五
月
十
日
の
明
治
天
皇
の
行
幸
ま
で
の

歴
代
天
皇
に
よ
る
行
幸
は
、
七
十
五
度
に
及
ん
だ
と

２
）

い
う
。
歴
史
的
に
も

よ
く
知
ら
れ
る
石
清
水
行
幸
と
し
て
は
、
先
に
も
触
れ
た
文
久
三
年
（
一

八
六
三
）
の
孝
明
天
皇
の
も
の
で
、
こ
れ
は
攘
夷
祈
願
を
目
的
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
本
稿
で
論
じ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
上
皇
・
女
院

に
よ
る
御
幸
に
つ
い
て
も
百
七
十
余
度
を
数
え
、
元
寇
の
際
に
は
亀
山
上

皇
が
参
籠
し
、
異
敵
追
討
の
祈
願
を
行
っ
た
こ
と
は
特
に
よ
く
知
ら
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
石
清
水
行
幸
は
歴
史
の
転
換
点
に
も
、
し

ば
し
ば
表
舞
台
に
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
石
清
水
行
幸
の
際
に
は
、
神
宝
・
神
馬
の
奉
納
な
ど
と
と

も
に
、
宮
廷
の
楽
人
・
舞
人
ら
に
よ
っ
て
神
前
に
お
い
て
芸
能
が
奉
仕
さ

れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
そ
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
次
項
以
降

論
じ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
が
、
お
お
む
ね
東
遊
・
御
神
楽
・
舞
楽
な
ど

に
固
定
し
て
い
る
。
こ
の
石
清
水
行
幸
に
つ
い
て
は
、
政
治
史
の
立
場
に

よ
る
詳
細
な
研
究
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
行
幸
に
お
け
る
諸
芸
能
に
関

し
て
は
、
文
献
史
料
に
記
録
が
あ
ま
り
残
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
理
由
か

ら
か
、
こ
れ
ま
で
研
究
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
平
安
中
期
以
降
、
宮
寺
が
芸
能
の
中
心
地
の
一
つ
と
な
っ
た
こ
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と
を
考
え
る
と
、
行
幸
の
芸
能
は
検
討
に
値
す
る
テ
ー
マ
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
宮
寺
は
、
毎
年
二
月
・
十
一
月
の
初
卯
の
御
神
楽
や
石
清

水
臨
時
祭
の
御
神
楽
な
ど
、
御
神
楽
が
盛
ん
に
催
さ
れ
た
場
で
も
あ
る
。

こ
の
宮
寺
の
御
神
楽
に
つ
い
て
は
、
先
に
惣
官
（
検
校
・
別
当
）
と
の
関

わ
り
を
中
心
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
中
で
も
行
幸
に
お
け
る
御
神

楽
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
行

３
）

っ
た
。
本
稿
で
は
、
特
に
石
清
水
行
幸
の

御
神
楽
の
開
始
時
期
に
つ
い
て
考
察
し
つ
つ
、
行
幸
の
儀
式
に
関
し
て
卑

見
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

一
、
天
元
二
年
三
月
二
十
七
日
の
石
清
水
行
幸

本
項
で
は
、
円
融
天
皇
に
よ
る
最
初
の
石
清
水
行
幸
に
つ
い
て
論
じ
る

こ
と
に
し
た
い
。
八
幡
大
菩
薩
が
男
山
の
地
に
勧
請
さ
れ
た
の
は
、
清
和

天
皇
の
貞
観
元
年
（
八
五
九
）
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
朱
雀
天
皇
の
天

慶
五
年
（
九
四
二
）
に
は
、
賀
茂
臨
時
祭
に
な
ら
っ
て
石
清
水
臨
時
祭
が

初
め
て
行
わ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
時
の
石
清
水
臨
時
祭
は
恒
例
行
事
と
し

て
定
着
せ
ず
、
次
の
村
上
天
皇
の
代
に
は
一
度
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
石

清
水
臨
時
祭
が
定
着
す
る
の
は
円
融
天
皇
の
と
き
で
あ
り
、
天
禄
二
年

（
九
七
一
）
以
降
は
毎
年
三
月
の
行
事
と
し
て
恒
例
化
さ
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
流
れ
に
つ
い
て
三
橋
正
は
、
円
融
天
皇
に
よ
る
石
清
水
臨
時
祭
が

「
天
皇
個
人
の
神
社
に
対
す
る
信
仰
の
発
露
」
と
し
て
理
解
で
き
る
と

し
、
さ
ら
に
「
石
清
水
臨
時
祭
の
淵
源
は
朱
雀
天
皇
が
承
平
・
天
慶
の
乱

平
定
の
報
賽
と
し
て
行
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
が
、
円
融
天
皇
の
「
御
祈
」

に
よ
る
熱
心
な
執
行
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
朝
廷
の
年
中
行
事
と
し
て
定

着
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
時
代
が
経
過
し
て
も
「
御

祈
」
と
し
て
の
性
格
が
保
有
さ
れ
、
単
な
る
年
中
行
事
と
し
て
で
は
な

く
、
代
々
の
天
皇
が
受
け
継
ぐ
べ
き
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で

あ

４
）

ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
朱
雀
天
皇
の
と
き
に
開
始
さ
れ
た
石
清
水

臨
時
祭
が
、
こ
の
時
期
に
な
っ
て
恒
例
行
事
と
な
っ
た
背
景
に
は
、
円
融

天
皇
の
個
人
的
な
宮
寺
崇
敬
の
念
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
円
融

天
皇
の
信
仰
の
姿
勢
の
根
底
に
は
、
母
后
の
藤
原
安
子
の
影
響
が
大
き
い

と
も
い
わ
れ
て
い

５
）

る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
ま
ず
は
円
融
天
皇
の
宮
寺

に
対
す
る
強
い
崇
敬
の
念
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

円
融
天
皇
に
よ
る
石
清
水
臨
時
祭
の
恒
例
化
を
経
て
、
天
元
二
年
（
九

七
九
）
三
月
二
十
七
日
初
め
て
の
石
清
水
行
幸
が
実
現
し
た
。
も
っ
と

も
、
こ
の
行
幸
自
体
は
す
で
に
天
延
二
年
（
九
七
四
）
に
計
画
さ
れ
て
い

た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
た
び
重
な
る
穢
れ
に
よ
り
延
引
が
続
き
、
前

年
の
五
月
に
も
日
時
が
定
め
ら
れ
て
い

６
）

た
が
、
同
年
十
月
十
三
日
に
な
っ

て
延
期
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
状
況
で
あ

７
）

っ
た
。
こ
の
石
清
水
行

幸
に
始
ま
り
、
さ
ら
に
賀
茂
・
平
野
と
相
次
い
で
行
わ
れ
た
神
社
行
幸

は
、
皇
子
誕
生
祈
願
が
主
た
る
目
的
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
八
馬
朱
代

は
「
天
元
二
年
に
よ
う
や
く
念
願
の
石
清
水
行
幸
を
果
た
し
た
円
融
天
皇

に
翌
年
懐
仁
親
王
（
中
本
注
・
後
の
一
条
天
皇
）
が
誕
生
す
る
の
で
、
円

融
天
皇
の
八
幡
信
仰
は
よ
り
深
く
な
っ
た
と
想
像
す
る
こ
と
が
で

８
）

き
る
」

と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
少
し
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
こ

の
行
幸
の
行
な
わ
れ
た
日
が
三
月
の
中
午
の
日
、
す
な
わ
ち
石
清
水
臨
時

祭
の
祭
日
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
岡
田
荘
司

は
「
臨
時
祭
に
あ
わ
せ
て
そ
の
当
日
に
行
幸
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
二
つ

の
儀
式
の
同
質
性
を
理
解
す
る
こ
と
が
で

９
）

き
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ

れ
は
行
幸
の
性
格
を
考
え
る
場
合
の
み
な
ら
ず
、
祭
の
具
体
的
な
式
次
第

を
検
討
す
る
上
で
も
、
石
清
水
臨
時
祭
と
の
比
較
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と

― 2―



を
意
味
し
て
い
よ
う
。
こ
の
点
は
本
稿
で
も
絶
え
ず
念
頭
に
置
い
て
お
く

必
要
が
あ
る
。

話
を
行
幸
に
戻
す
と
、
こ
の
円
融
天
皇
の
石
清
水
行
幸
を
伝
え
る
『
日

本

10
）

紀
略
』
に
よ
れ
ば
、

天
皇
行
幸
石
清
水
八
幡
宮
。
有
男
踏
歌
之
遊
。

と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
行
幸
で
は
、
男
踏
歌
だ
け
が
奉
納
さ
れ
た
の

か
、
そ
れ
と
も
ほ
か
に
芸
能
が
行
わ
れ
た
の
か
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
ち

な
み
に
『
河
海
抄
』
に
よ
れ
ば
、
男
踏
歌
は
天
元
六
年
（
九
八
三
）
を
最

後
に
途
絶
え
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
中
田
武
司
に
よ
れ
ば
、『
河
海

抄
』
の
記
述
は
こ
の
時
期
に
男
踏
歌
が
完
全
に
断
絶
し
た
と
い
う
意
味
で

は
な
く
、
毎
年
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
し
て

11
）

い
る
。
な
お
、
石
清
水
八
幡
宮
寺
で
は
、
恒
例
行
事
と
し
て
毎
年
正
月
十

五
日
に
踏
歌
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
円
融
天
皇
の
行
幸
の
際
の
踏
歌
の

具
体
的
な
様
子
は
よ
く
判
ら
な
い
が
、
宮
寺
の
恒
例
の
踏
歌
に
つ
い
て

は
、『
宮
寺

極
楽
寺
恒
例
仏
神
事
惣
次
第
』
に
詳
し
い
。
本
書
は
、
巻

末
に
寛
元
二
年
（
一
二
四
四
）
十
一
月
耀
清
の
位
署
書
が
あ
り
、
鎌
倉
時

代
の
宮
寺
の
恒
例
行
事
に
関
す
る
信
頼
性
の
高
い
史
料
で
あ
る
。
こ
れ
に

よ
れ
ば
宮
寺
で
は
、
遅
く
と
も
十
三
世
紀
半
ば
ま
で
は
恒
例
の
踏
歌
が
行

わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
『
八
幡
愚

12
）

童
訓
』
乙
本
「
王
位
事
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
円
融

天
皇
の
石
清
水
行
幸
以
来
、
社
僧
や
俗
官
に
対
し
て
叙
位
が
行
わ
れ
る
の

が
通
例
と
な
っ
た
と
あ
る
。

円
融
院
始
て
行
幸
あ
り
て
神
宝
を
調
進
し
、
社
官
を
し
て
僧
綱
に
補

し
位
階
を
給
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
円
融
天
皇
か
ら
後
村
上
天
皇
ま
で
の
歴
代
の
天
皇
に

関
し
て
、
七
代
の
例
外
を
除
け
ば
、
必
ず
行
幸
が
行
わ
れ
て
い
る
。
摂
関

期
か
ら
鎌
倉
期
を
経
て
南
北
朝
期
に
至
る
ま
で
石
清
水
行
幸
は
慣
例
と
さ

れ
た
が
、
天
皇
即
位
の
際
の
神
社
行
幸
は
最
初
が
石
清
水
八
幡
宮
寺
で
、

二
番
目
が
賀
茂
社
と
定
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

八
馬
朱
代
は
「
こ
の
一
連
の
動
き
は
円
融
天
皇
の
八
幡
神
へ
の
強
い
崇
敬

が
影
響
を
与
え
た
も
の
と
考

13
）

え
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
行
幸
の
際

に
は
、
検
校
・
別
当
ら
に
対
し
て
叙
位
が
行
わ
れ
る
の
も
慣
例
と
な
っ
た

が
、
や
は
り
こ
の
背
景
と
し
て
も
円
融
天
皇
の
行
幸
が
吉
例
と
さ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
石
清
水
行
幸
が
開
始
さ
れ
た
背
景
と
し
て
は
、
当
時
の

公
家
社
会
に
お
け
る
八
幡
信
仰
の
高
ま
り
を
大
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
同

時
に
円
融
天
皇
の
八
幡
大
菩
薩
に
対
す
る
個
人
的
な
崇
敬
の
念
に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
。
円
融
天
皇
は
特
に
皇
子
の

誕
生
を
祈
願
し
て
、
石
清
水
臨
時
祭
と
石
清
水
行
幸
を
行
っ
た
と
み
ら
れ

る
が
、
果
た
し
て
行
幸
の
翌
年
に
は
藤
原
兼
家
の
女
・
詮
子
と
の
間
に
懐

仁
親
王
が
誕
生
す
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
天
皇
の
崇
敬
の
念
は
ま

す
ま
す
強
ま
り
、
退
位
後
、
さ
ら
に
は
出
家
後
も
宮
寺
を
御
幸
す
る
な
ど

生
涯
続
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

二
、
道
長
・
頼
通
時
代
の
石
清
水
行
幸

石
清
水
行
幸
は
、
円
融
天
皇
の
次
の
花
山
天
皇
の
代
に
は
行
わ
れ
ず
、

そ
の
次
の
一
条
天
皇
よ
り
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。

永
延
元
年
（
九
八
七
）
十
一
月
八
日
、
一
条
天
皇
は
即
位
後
初
め
て
の

石
清
水
行
幸
を
行
っ
た
。
岡
田
荘
司
は
「
石
清
水
・
賀
茂
行
幸
は
、
一
条

朝
以
降
、
大
嘗
祭
の
翌
年
に
必
ず
行
わ
れ
る
代
始
儀
式
に
位
置
づ
け
ら
れ
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る
。（
中
略
）
代
始
行
幸
と
し
て
の
石
清
水
・
賀
茂
行
幸
の
み
は
、
一
条

朝
に
成
立
、
以
後
恒
例
化
す
る
。
以
外
の
春
日
は
じ
め
五
社
の
行
幸
に
つ

い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
未
だ
確
定
す
る
に
は
至
っ
て
い

14
）

な
い
」
と
指
摘

し
、
一
条
天
皇
よ
り
代
替
わ
り
の
石
清
水
・
賀
茂
行
幸
が
恒
例
化
さ
れ
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
一
方
で
、
こ
れ
を
伝
え
る
『
日
本
紀
略
』
に

関
し
て
は
、

天
皇
幸
石
清
水
八
幡
宮
。
皇
大
后
同
輿
。

と
記
す
の
み
で
、
幼
帝
の
一
条
天
皇
に
母
の
皇
太
后
（
東
三
条
院
詮
子
）

が
同
輿
し
て
参
拝
し
た
こ
と
程
度
し
か
判
ら
な
い
。
こ
の
行
幸
の
際
に
、

石
清
水
八
幡
宮
寺
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
儀
礼
・
芸
能
が
展
開
さ
れ
た

の
か
な
ど
は
、
や
は
り
全
く
不
明
で
あ
る
。

長
徳
元
年
（
九
九
五
）
十
月
二
十
一
日
に
は
、
一
条
天
皇
の
第
二
回
目

の
石
清
水
行
幸
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
行
幸
の
目
的
に
つ
い
て
、
大
村
拓
生

は
「
当
時
道
隆
息
の
伊
周
と
対
立
し
て
い
た
道
長
に
と
っ
て
、
宗
廟
神
と

し
て
重
視
さ
れ
る
べ
き
石
清
水
社
へ
の
行
幸
が
自
己
の
地
位
の
正
当
化
に

つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ

15
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せ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
朝

廷
の
実
権
を
掌
握
し
た
ば
か
り
の
藤
原
道
長
の
強
い
意
向
に
よ
る
と
い
う

可
能
性
を
示
し
た
。
一
方
、
八
馬
朱
代
は
藤
原
氏
と
の
関
係
で
神
社
行
幸

が
行
わ
れ
た
と
す
る
見
方
に
疑
問
を
示
し
、「
疫
病
の
猛
威
を
鎮
め
、
朝

廷
内
の
混
乱
を
沈
静
化
し
て
一
条
天
皇
｜
道
長
の
政
治
体
制
の
安
定
化
が

祈
願
の
理
由
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

16
）

れ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん

神
社
行
幸
の
実
現
に
は
、
あ
る
程
度
一
条
天
皇
の
個
人
的
な
崇
敬
の
念
が

働
き
か
け
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
道
長
の
推
進
、
少
な
く

と
も
同
意
が
な
け
れ
ば
実
現
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ

う
。

こ
の
日
の
行
幸
は
『
日
本
紀
略
』
に
、

石
清
水
行
幸
。
今
日
。
淀
河
無
浮
橋
。
以
数
百
艘
船
所
渡
也
。

と
記
さ
れ
て
お
り
、
翌
日
の
条
に
は
「
天
皇
還
御
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
記
事
か
ら
だ
け
で
は
、
宮
寺
に
お
け
る
具
体
的
な
式
次
第

は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
『

17
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権
記
』
に
よ
る
と
、
十
月
十
三
日
条
に
「
有

調
楽
事
云
々
」、
さ
ら
に
十
九
日
条
に
「
今
日
試
楽
也
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
行
幸
に
備
え
て
調
楽
・
試
楽
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
。
こ
れ
に
よ
り
行
幸
の
当
日
も
、
何
ら
か
の
音
楽
が
奏
さ
れ
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。

さ
ら
に
一
条
天
皇
は
、
長
保
五
年
（
一
〇
〇
三
）
三
月

18
）

四
日
に
第
三
回

目
の
石
清
水
行
幸
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
円
融
天

皇
の
行
幸
と
同
様
に
皇
子
誕
生
を
願
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ

て

19
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い
る
。
し
か
し
こ
れ
を
記
す
ど
の
文
献
史
料
も
、
そ
の
詳
細
を
伝
え
て

い
な
い
こ
と
か
ら
、
や
は
り
式
次
第
に
つ
い
て
は
不
明
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

次
の
三
条
天
皇
は
、
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
十
一
月
二
十
八
日
に
石

清
水
行
幸
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
長
和
二
年
の
行
幸
に
つ
い
て
は
『
御
堂

関

20
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白
記
』
に
詳
細
な
記
事
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
行
幸
に
は
道
長

も
天
皇
に
同
行
し
て
い
て
、
宮
寺
に
お
け
る
諸
行
事
を
記
録
し
て
い
る
た

め
で
あ
る
。

石
清
水
行
巳
時
参
、
人
々
未
参
、
帯
舞
人
一
両
候
、
間
案
内
、
申

云
、
只
今
給
下
重
、
仍
遅
参
云
々
、
又
右
近
少
将
好
親
不
参
、
是
可

奉
仕
御
綱
末
者
也
、
仍
為
代
左
兵
衞
良
経
、
御
出
午
時
、
御
出
戌
時

許
、
大
臣
・
大
将
・
三
両
上
卿
候
、
近
衞
将
同
、
於
幔
外
献
麻
、
御

入
、
着
座
、
奏
宣
命
後
給
勅
使
、
御
幣
・
神
宝
羅
列
御
前
、
勅
使
・
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宮
主
着
座
、
勅
使
東
、

御
禊
了
牽
出
御
神
馬
、
御
拝
如
常
、
勅
使
給
挿

頭
花
、
左
衞
門
督
給
之
、
舞
人
・
陪
従
於
幔
外
給
之
、
宮
司
勧
賞
事

被
仰
勅
使
、

天
皇
が
男
山
の
麓
に
到
着
す
る
と
、
す
ぐ
に
宿
院
で
あ
る
極
楽
寺
に
入

る
。
や
が
て
宣
命
と
神
宝
を
託
さ
れ
た
勅
使
が
山
上
の
社
殿
に
向
か
い
、

天
皇
と
ほ
か
の
同
行
の
人
々
は
宿
院
で
そ
れ
を
待
つ
こ
と
に
な
る
。
三
橋

正
は
「
神
社
行
幸
は
、
天
皇
が
神
社
に
赴
く
重
要
な
行
事
で
あ
る
が
、
神

前
で
祭
祀
の
作
法
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
祭
儀
そ
の
も
の
は

「
臨
時
祭
」
と
ほ
ぼ
同
じ
で
、
天
皇
は
社
頭
の
一
角
に
設
け
ら
れ
た
「
御

在
所
」
に
留
ま
り
、
そ
こ
で
御
禊
の
儀
を
行
な
っ
て
か
ら
、
上
卿
を
も
勤

め
る
「
勅
使
」
を
発
遣
し
、
神
前
の
儀
を
終
え
て
「
御
在
所
」
に
帰
っ
て

き
た
「
勅
使
」
か
ら
「
御
願
」
を
祈
念
し
た
と
い
う
奏
上
を
受
け
る
の
で

21
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あ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
神
社
に
行
幸
し
て
も
、
天
皇
自
身
は

御
在
所
に
入
っ
て
そ
こ
を
動
か
ず
、
神
前
の
祭
儀
の
作
法
は
勅
使
（
上

卿
）
を
中
心
に
執
り
行
わ
れ
る
。
天
皇
に
同
行
し
て
神
社
ま
で
来
た
人
々

も
、
ほ
と
ん
ど
が
御
在
所
に
滞
在
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
実
際
に
神
前

に
赴
く
の
は
勅
使
と
陪
従
・
舞
人
な
ど
ご
く
一
部
の
人
々
に
限
ら
れ
る
。

こ
れ
が
貴
族
の
日
記
に
も
神
前
の
式
次
第
が
記
さ
れ
に
く
い
一
番
の
理
由

と
な
っ
て
い
る
。

行
幸
の
記
事
は
翌
日
の
二
十
九
日
条
に
も
続
く
。

従
御
所
退
下
、
寅
時
勅
使
還
来
、
申
平
安
由
、
宿
所
上
達
部
被
来
、

両
三
巡
後
参
御
所
着
座
、
応
召
着
御
前
、
朝
経

召
之
、

給
衝
重
、
一
巡
後
舞

人
等
進
出
舞
、
此
間
於
幔
外
令
奏
見
参
、
朝
経

奏
之
、

後
還
着
座
、
舞
了
給

禄
上
卿
舞
人
不
給
舞
人
陪
人
従
座
禄
於
幔
外
行
事
所
賜
之
、
後
供
御

輿
、
警

如
常
、
山
崎
御
船
如
昨
日
、

こ
の
日
は
、
寅
の
刻
に
勅
使
が
山
上
で
の
参
拝
を
終
え
て
、
天
皇
の
御
在

所
に
戻
っ
て
き
て
い
る
。
や
が
て
御
在
所
に
お
い
て
宴
が
始
ま
り
、
一
巡

の
宴
飲
の
あ
と
舞
人
た
ち
に
よ
っ
て
舞
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
記
事
に
よ
る

限
り
、
行
幸
に
お
け
る
芸
能
の
記
事
は
こ
れ
の
み
で
、
御
神
楽
が
行
な
わ

れ
た
と
い
う
よ
う
な
記
述
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
道
長
自
身
は
天
皇
と
と

も
に
御
在
所
に
い
る
た
め
、
山
上
に
お
け
る
神
前
の
儀
に
は
参
列
し
て
い

な
い
。
道
長
は
こ
の
と
き
身
の
回
り
の
様
子
程
度
し
か
記
し
て
い
な
い
た

め
、
男
山
の
山
上
の
神
前
に
お
け
る
神
事
の
詳
細
ま
で
は
明
ら
か
に
な
っ

て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
道
長
が
神
前
の
式
次
第
を
関
知
し
て
い
な
か
っ
た

は
ず
は
な
く
、
山
上
の
神
事
は
彼
に
と
っ
て
は
自
明
の
事
柄
に
属
し
て
い

た
こ
と
か
ら
、
あ
え
て
記
録
す
る
必
要
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
『
御
堂
関
白
記
』
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）
三
月
八
日
条
に

は
、
後
一
条
天
皇
が
代
替
わ
り
の
石
清
水
行
幸
を
行
な
っ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
行
幸
の
目
的
と
し
て
は
、
八
馬
朱
代
は
後
一
条
天
皇
と

道
長
と
が
皇
子
誕
生
を
願
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
し
て

22
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い
る
。

辰
時
右
大
将
宣
命
奏
草
・
清
書
等
、
其
文
如
前
々
、
仰
別
令
入
被
御

封
百
戸
由
、
巳
時
御
出
、
従
此
間
雨
降
、
終
日
無
止
時
、
社
頭
不

止
、
仍
西
（
舎
脱
カ
）
楽
立
神
宝
、
砌
候
勘
（
勅
カ
）
使
・
宮
主
、

中
宮
権
大
夫
取
夾
頭
花
、
仰
右
大
将
、
別
当
貞
清
為
法
眼
、
兼
輔
為

従
四
位
下
、
兼
任
為
正
五
位
下
、
候
御
所
、
雨
通
夜
下
、
仰
木
工
寮

御
在
所
舎
令
葺
桧
皮
、
仍
無
雨
、

行
幸
の
記
事
は
翌
日
も
続
く
。

宿
院
右
大
将
已
下
皆
被
来
、
即
相
引
参
御
所
、
尚
雨
下
、
仍
西
楽
舎

有
舞
事
、
東
楽
舎
上
卿
等
候
、
卯
時
許
申
勘
（
勅
カ
）
使
御
神
事
無

事
奉
仕
由
、
午
時
還
御
、
酉
時
還
宮
如
常
、
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こ
の
日
に
は
、
西
の
楽
舎
に
お
い
て
舞
が
奏
さ
れ
て
い
る
。
卯
の
刻
に
、

御
在
所
に
勅
使
が
戻
っ
て
き
て
神
事
の
無
事
終
了
が
報
告
さ
れ
た
。
こ
の

と
き
も
山
上
の
神
事
に
つ
い
て
詳
細
を
伝
え
て
い
な
い
が
、
行
幸
の
二
日

前
の
三
月
六
日
条
に
は
、

此
日
石
清
水
行
幸
試
楽
、
舞
間
雨
降
、
仍
入
南
殿
北
廂
舞
、

と
あ
り
、
試
楽
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
祭
の
二
日
前
に
試
楽
を
行
う
と
い

う
点
は
、
石
清
水
臨
時
祭
と
も
共
通
す
る
。
臨
時
祭
の
試
楽
で
は
、
通
常

天
皇
の
出
御
が
あ
り
、
勅
使
以
下
が
参
入
、
そ
こ
で
駿
河
舞
と
求
子
が
舞

わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
六
日
の
試
楽
も
、
そ
れ
と
同
様

の
こ
と
が
行
わ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
こ
の
行
幸
に
お

い
て
御
神
楽
が
奉
仕
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
年
の
十
一
月
二
十
五
日
に
は
賀
茂
行
幸
も
行
わ
れ
て

い
る
。『
小

23
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右
記
』
に
よ
れ
ば
、
藤
原
実
資
自
身
が
上
卿
（
勅
使
）
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
式
次
第
が
克
明
に
記
録
さ
れ
て
お
り
、
神
前
に
お

け
る
芸
能
の
記
事
も
詳
し
い
。
ま
ず
下
社
で
は
、

御
馬
廻
了
、
東
遊
、
次
神
楽
、
了
馳
御
馬
、
次
音
楽
、
大
唐
・
高
麗
各

三
曲
之
中
、
有

龍
王
・
納
蘇
利
、

舞
装
束
用
大
殿
、

と
あ
り
、
こ
れ
に
続
い
て
上
社
で
も
、

引
廻
御
馬
、
東
遊
・
神
楽
・
馳
御
馬
・
音
楽
皆
如
下
御
社
、

と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
芸
能
が
奉
納
さ
れ
た
。
特
に
こ
の
場
で
は
御

神
楽
が
行
わ
れ
て
い
る
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
代
替
わ
り
の
石
清
水

行
幸
と
賀
茂
行
幸
と
は
同
様
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
行
幸
に
先
立

つ
諸
行
事
や
行
幸
に
お
け
る
式
次
第
も
大
筋
で
共
通
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
同
年
に
行
わ
れ
た
石
清
水
行
幸
に
お
い
て
も
御
神
楽
が
行
わ
れ
た
可

能
性
が
非
常
に
高
い
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
賀
茂
臨
時
祭
で
は
内
裏
で

還
立
御
神
楽
が
行
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
石
清
水
臨
時
祭
で
は
宮
寺
の
社

頭
で
御
神
楽
が
行
わ
れ
る
と
い
う
相
違
点
も
あ
り
、
単
純
に
両
者
を
同
一

の
儀
礼
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
点
も
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。
本
来
な
ら
ば
、
賀
茂
行
幸
の
側
か
ら
の
さ
ら
な
る
比
較
検
討

を
要
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
に
と
ど

め
、
も
う
少
し
先
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

こ
の
次
の
石
清
水
行
幸
と
な
る
と
、
長
元
二
年
（
一
〇
二
九
）
十
一
月

二
十
八
日
の
後
一
条
天
皇
の
行
幸
と
な
る
。
そ
の
二
年
前
の
万
寿
四
年

（
一
〇
二
七
）
に
道
長
が
亡
く
な
っ
て
お
り
、
朝
廷
の
最
高
実
力
者
は
関

白
の
頼
通
に
移
っ
て
い
た
。
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
の
石
清
水
行
幸
に
つ
い

て
、
大
村
拓
生
は
「
こ
れ
も
ま
た
道
長
か
ら
頼
通
へ
の
代
替
り
に
よ
る
も

の
で
あ

24
）

っ
た
」
と
指
摘
し
、
さ
ら
に
三
橋
正
は
「
後
一
条
か
ら
後
冷
泉
ま

で
の
三
代
の
天
皇
が
一
条
天
皇
の
神
社
行
幸
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
に

も
、
頼
通
の
時
代
に
精
神
的
・
信
仰
的
な
自
由
を
奪
わ
れ
た
天
皇
の
姿
が

映
し
出
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で

25
）

き
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
八
馬
朱
代
は
石
清
水
八
幡
宮
寺
に
対
す
る
崇
敬
の
念
が
、
円
融

天
皇
↓
一
条
天
皇
↓
後
一
条
天
皇
と
受
け
継
が
れ
た
と
い
う
見
方
を
示

し
、
こ
の
行
幸
に
つ
い
て
も
「
皇
子
誕
生
祈
願
」
と
、
こ
の
こ
ろ
朝
廷
で

不
安
視
さ
れ
て
い
た
「
平
忠
常
の
乱
平
定
」
の
た
め
に
実
施
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
指
摘
し
て
、
後
一
条
天
皇
の
個
人
的
な
宮
寺
へ
の
崇
敬
の
念

に
よ
る
と
し
て

26
）

い
る
。
石
清
水
行
幸
の
主
導
権
が
天
皇
と
摂
関
の
い
ず
れ

に
あ
っ
た
の
か
は
、
本
稿
の
問
題
意
識
か
ら
離
れ
る
の
で
こ
れ
以
上
の
詮

索
は
避
け
た
い
が
、
最
高
実
力
者
で
あ
っ
た
道
長
・
頼
通
父
子
が
石
清
水

行
幸
の
実
施
に
あ
た
っ
て
、
深
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
だ

ろ
う
。
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話
を
長
元
二
年
の
石
清
水
行
幸
に
戻
す
と
、
こ
の
行
幸
に
つ
い
て
は

「
天
皇
行
幸
石
清
水
八

27
）

幡
宮
」
と
い
う
記
録
が
あ
る
の
み
で
、
式
次
第
は

全
く
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
以
前
の
行
幸
の
在
り
方
を
踏
襲
し
て
い

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
長
元
二
年
の
行
幸
に
つ

い
て
も
そ
れ
以
前
の
行
幸
と
同
様
の
神
事
が
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

三
、
石
清
水
行
幸
に
お
け
る
御
神
楽
の
開
始

こ
こ
ま
で
後
一
条
天
皇
の
石
清
水
行
幸
ま
で
そ
の
記
事
を
追
い
な
が

ら
、
特
に
行
幸
に
お
け
る
宝
前
の
芸
能
に
つ
い
て
注
目
し
て
き
た
が
、
御

神
楽
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
石
清
水
行

幸
の
御
神
楽
の
初
見
記
事
は
い
つ
に
な
る
の
か
。
管
見
に
よ
れ
ば
、

『

28
）

平
記
』
長
暦
元
年
（
一
〇
三
七
）
三
月
九
日
条
の
後
朱
雀
天
皇
の
石
清

水
行
幸
の
記
事
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

午
今
日
有
石
清
水
行
幸
、
而
従
有
雨
気
、
今
朝
暴
風
忽
吹
、
陰
雲
已

蒸
、
渡
日
之
間
、
非
無
其
危
、
仍
有
事
定
行
幸
不
定
也
、
召
陰
陽
助

時
親
令
奉
仕
御
占
、
無
事
可
遂
者
、
仍
有
御
禊
、
其
後
御
出
従
承
明

建
礼
朱
雀
門
東
脇
門
、

従
朱
雀
大
路
南
行
、
従
七
条
大
路
西
折
、
於
西

七
条
辺
雨
降
、
凡
今
日
暴
風
□
雨
更
不
可
言
、
供
奉
之
人
多
損
笠
衣

裳
等
、
申
刻
着
御
社
頭
、
此
間
降
雨
忽
晴
、
陰
雲
□
□
有
御
禊
、
舞

人
引
御
馬
、
中
宮
大
夫
為
勅
使
被
候
庭
中
座
、
御
禊
了
賜
□
□
上
卿
料

権
中
納

言
定
頼
卿

取
之
、

舞
人
等
料
殿
上
人
可
分
給
也
、
而
依
無
殿
上
人
各
取
之
、
次

参
御
所
、
於
祓
戸
可
有
祓
而

去
不
行
云
々
、

被
奉
神
宝
等
之
後
、
引
御
馬
三
度
、
次
東

遊
、
次
音
楽
、
万
歳
楽
、
賀
殿
、
陵
王
、
延

木
楽
、
地
久
、
納
蘇
利
也
、

次
走
御
馬
、
次
神
楽
、
次
使
被

帰
参
、
次
権
左
中
弁
資
通
朝
臣
行
事

被
奏
事
由
退
出
給
、
今
日
上
卿

召
元
命
被
仰
可
有
賞
由
、
元
命
申
云
、
以
所
帯
別
当
職
可
譲
弟
子
清

成
者
、
即
以
資
通
朝
臣
被
申
其
由
、
仰
言
依
請
、
以
元
命
補
検
校
、

以
清
成
補
別
当
、
権
別
当
院
救
叙
法
橋
、

こ
の
石
清
水
行
幸
で
は
、
神
前
に
お
い
て
東
遊
・
音
楽
な
ど
に
続
い
て
御

神
楽
の
行
わ
れ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
と
き
も
後

朱
雀
天
皇
は
御
在
所
に
滞
在
し
て
お
り
、
勅
使
と
そ
の
一
行
が
男
山
の
山

上
に
登
っ
て
、
宝
前
で
御
神
楽
を
含
む
芸
能
や
音
楽
を
行
っ
て
い
る
。

さ
て
、
管
見
に
入
っ
た
文
献
史
料
で
は
、
一
応
こ
の
『
平
記
』
長
暦
元

年
（
一
〇
三
七
）
三
月
九
日
条
が
石
清
水
行
幸
に
お
け
る
御
神
楽
の
初
見

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
は
そ
れ
以
前
の
行
幸
で
は
御
神
楽
は
全

く
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
か
。
そ
の
こ
と
を
検
討
す
る
前
に
、
長
暦
元
年
と

い
う
時
期
に
つ
い
て
一
言
触
れ
て
お
き
た
い
。
実
は
、
こ
の
長
暦
元
年
の

石
清
水
行
幸
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
動
き
と
し
て
、
内
侍
所
御
神
楽
の
恒
例
行

事
化
が
あ
る
の
で
あ
る
。

『

29
）

春
記
』
長
暦
二
年
（
一
〇
三
八
）
十
二
月
十
日
条
に
は
、
次
の
よ
う

な
記
述
が
み
ら
れ
る
。

昨
日
於
御
前
朝
干

飯
、

大
略
書
出
内
侍
所
御
神
楽
召
人
等
、
被
仰
云
、
件

神
楽
一
条
院

前
帝
御
時
、
有
事
故
被
行
也
仍
内
侍
已
下
禄
法
太
以

過
差
、
但
寛
弘
例
禄
依
省
略
、
今
毎
年
欲
行
此
事
、
恒
例
事
唯
以
省

略
為
例
耳
、
可
依
寛
弘
例
者
、

さ
ら
に
同
月
十
三
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

今
夜
有
内
侍
所
御
神
楽
事
、
其
儀
具
在

別
記
、

件
事
前
代
度
々
所
被
其
事
、
或

又
有
由
緒
、
然
而
当
時
有
所
思
食
、
毎
年
可
被
行
也
、
仍
其
禄
法
歌人

近
衞
司
召
人

内
侍
女
宮
等
、

依
寛
弘
例
、
永
為
恒
例
度
々
禄
法
太

過
差
云
々
、

可
行
之
由
、
承
仰
申
関

白
所
行
也
、
亥
時
許
、
予
依
召
参
御
前
、
即
有
御
装
束
事
、
予
奉

仕
、

仰
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云
、
神
楽
間
有
祈
申
事
、
終
夜
不
解
束
帯
者
、
於
昼
御
座
方
有
御
拝

云
々
、
予
即
退
下
、
即
行
御
神
楽
事
、
少
時
事
始
、
儀
礼
如
例
、
丑

時
許
事
畢
、
予
参
御
前
、
奏
達
御
神
楽
畢
之
由
、
即
退
出
、

こ
の
一
連
の
動
き
に
つ
い
て
、
松
前
健
は
「
こ
の
神
楽
（
中
本
注
・
内
侍

所
御
神
楽
）
は
、
最
初
一
条
帝
の
寛
弘
の
焼
亡
の
時
に
非
公
式
に
行
な
わ

れ
、
後
、
時
々
火
災
の
折
な
ど
に
行
な
っ
た
も
の
で
、
不
定
期
な
も
の
で

あ
っ
た
が
、
後
朱
雀
帝
の
長
暦
二
年
に
よ
り
、
そ
の
方
式
も
定
ま
り
、
例

年
の
行
事
と
す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
」
と
指
摘

し
た
。
さ
ら
に
こ
の
内
侍
所
御
神
楽
の
恒
例
化
に
つ
い
て
、
松
前
は
、
後

朱
雀
天
皇
の
意
志
と
藤
原
頼
通
の
実
施
に
よ
っ
て
押
し
進
め
ら
れ
た
と

し
、
特
に
頼
通
の
強
い
意
欲
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て

30
）

い
る
。
後
朱
雀
天
皇
と
頼
通
の
強
い
意
欲
に
よ
っ
て
内
侍
所
御
神
楽
が
恒

例
化
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
石
清
水
行
幸
に
御

神
楽
が
導
入
さ
れ
た
と
す
る
見
方
に
も
有
力
な
根
拠
が
与
え
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
石
清
水
行
幸
に
対
し
て
強
い
影
響
力
を
持
つ
頼
通
が
、
行
幸
に
御
神

楽
を
取
り
入
れ
る
こ
と
を
推
進
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
あ

り
え
そ
う
な
話
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
長
暦
元
年
の
石
清
水
行
幸
を
も
っ
て
宝
前
で
御
神
楽
が

行
わ
れ
た
最
初
と
み
る
の
に
は
少
々
問
題
が
残
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、

石
清
水
行
幸
の
祭
儀
そ
の
も
の
は
、
石
清
水
臨
時
祭
と
類
似
す
る
こ
と
か

ら
、
石
清
水
臨
時
祭
の
方
で
御
神
楽
が
行
な
わ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
時
期

の
行
幸
に
お
い
て
も
御
神
楽
が
行
な
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
た
め
で
あ
る
。
前
に
も
少
し
触
れ
て
い
る
が
、
改
め
て
こ
こ
で
簡

単
に
石
清
水
臨
時
祭
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

石
清
水
臨
時
祭
は
天
慶
五
年
（
九
四
二
）
に
第
一
回
目
が
行
わ
れ
た

が
、
す
ぐ
に
は
恒
例
行
事
と
し
て
定
着
せ
ず
、
円
融
天
皇
の
天
禄
二
年

（
九
七
一
）
か
ら
毎
年
三
月
の
恒
例
行
事
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
す
で
に
述

べ
た
通
り
で
あ
る
。
石
清
水
臨
時
祭
の
御
神
楽
の
初
見
は
『
権
記
』
長
保

二
年
（
一
〇
〇
〇
）
三
月
二
十
九
・
三
十
日
条
で
あ
る
。
ま
ず
二
十
九
日

条
を
あ
げ
る
。

石
清
水
臨
時
祭
也
、
予
為
使
、
於
宿
所
儲
食
物
、
利
成
、

巳
剋
御
禊
、

午
剋
召
陪
従
以
上
、
未
剋
事
訖
、

騎
用
左
大
殿
御
馬
、々

副
六
人
、
官
掌
得
堪
、
弁
候
連
瀧
、
小
舎
人

永
忠
、
右
近
府
生
中
臣
嘉
数
、
左
近
番
長
委
文
武
光
等
従
之
、

戌
剋
参
彼
宮
、
哥
舞
等
如
例
、
右
近
将
監
永
家
朝
臣
、
左
近
将
監
兼

貞
、
申
俄
有
所
労
之
由
不
参
上
、
仍
右
馬
助
孝
義
朝
臣
散
位
邦
昌
朝

臣
等
、
令
廻
御
馬
、
哥
舞
之
間
纔
以
参
上
、
右
衞
門
尉
兼
宣

之

事
、
自
鼻
血
出
、

こ
の
年
の
臨
時
祭
の
勅
使
は
藤
原
行
成
で
、
彼
が
神
前
で
祭
儀
を
執
り
行

っ
て
い
る
。
次
に
三
十
日
条
を
あ
げ
る
。

神
楽

及
明
、
不
着
宿
院
、
巳
剋
着
朱
雀
院
、
聊
設
酒
肴
、
垣
下
大

夫
数
輩
来
、
未
剋
参
内
、
依
御
物
忌
不
召
御
前
、
於
便
所
給
饗
禄
如

常
、

こ
れ
に
よ
り
こ
の
年
の
石
清
水
臨
時
祭
で
は
、
御
神
楽
が
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
が
確
認
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
記
録
の
上
で
確
認
で
き
る
の
が
長
保
二

年
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
石
清
水
臨
時
祭
に
お
い
て
御
神
楽
が
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
で
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
事
情
を
踏
ま
え
る
と
、
長
保
五
年
の
一
条
天
皇
の
石
清

水
行
幸
以
前
か
ら
、
す
で
に
御
神
楽
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
を
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
臨
時
祭
に
お
け
る
御
神
楽
の
開
始
の
時
期
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が
判
明
し
な
い
限
り
、
石
清
水
行
幸
の
御
神
楽
に
つ
い
て
も
論
じ
る
こ
と

は
難
し
い
。
し
か
し
、
も
し
石
清
水
臨
時
祭
に
お
い
て
御
神
楽
が
確
認
で

き
る
時
期
、
す
な
わ
ち
一
条
天
皇
の
代
に
す
で
に
行
幸
で
御
神
楽
が
行
わ

れ
て
い
た
と
す
る
と
、
か
な
り
大
胆
な
推
測
に
な
る
が
、
最
初
の
石
清
水

行
幸
か
、
あ
る
い
は
そ
の
次
の
行
幸
か
ら
、
す
で
に
御
神
楽
が
行
わ
れ
て

い
た
可
能
性
ま
で
視
野
に
入
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
を
簡
単
に
整
理
す
る
と
、
石
清
水
行
幸
の
御
神
楽
の
初
見
は

長
暦
元
年
（
一
〇
三
七
）
三
月
九
日
で
あ
る
。
一
方
、
石
清
水
臨
時
祭
の

御
神
楽
の
初
見
は
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
三
月
三
十
日
で
あ
る
。
こ
の

空
白
期
間
を
文
献
史
料
に
よ
っ
て
埋
め
る
こ
と
は
現
状
で
は
困
難
で
あ
る

が
、
円
融
天
皇
以
降
の
石
清
水
行
幸
と
石
清
水
臨
時
祭
が
式
次
第
な
ど
の

面
に
お
い
て
、
類
示
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
記
録
の
上
か
ら
は

確
認
が
で
き
な
い
だ
け
で
、
そ
の
開
始
時
期
は
相
当
に
さ
か
の
ぼ
る
可
能

性
が
高
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
そ
も
そ
も
石
清
水
八
幡
宮
寺
で
は
、
二

月
と
十
一
月
に
初
卯
の
御
神
楽
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
宮
寺
に
お
け

る
最
古
の
恒
例
の
御
神
楽
と
考
え
ら

31
）

れ
る
。
同
じ
よ
う
に
宝
前
で
行
わ
れ

る
行
幸
・
臨
時
祭
の
御
神
楽
も
、
初
卯
の
御
神
楽
と
無
縁
で
あ
っ
た
と
は

考
え
に
く
い
。

四
、
石
清
水
行
幸
の
御
神
楽
の
内
容

こ
こ
ま
で
石
清
水
行
幸
の
御
神
楽
の
開
始
の
時
期
に
つ
い
て
論
じ
て
き

た
が
、
本
項
で
は
そ
の
御
神
楽
が
ど
の
よ
う
な
次
第
で
行
わ
れ
た
の
か
確

認
し
て
み
た
い
。
た
だ
し
管
見
に
よ
る
限
り
、
石
清
水
行
幸
の
御
神
楽
に

限
っ
て
い
え
ば
、
そ
の
中
身
を
詳
細
に
記
録
し
た
も
の
は
皆
無
で
あ
る
。

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
曲
（
神
楽
歌
）
が
ど
の
よ
う
な
順
番
で
奏
さ
れ
た

の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
人
物
が
奉
仕
し
た
の
か
な
ど
は
、
文
献
史

料
だ
け
か
ら
で
は
ほ
と
ん
ど
判
ら
な
い
。

こ
こ
ま
で
に
引
用
し
た
記
事
以
外
か
ら
、
石
清
水
行
幸
の
御
神
楽
に
関

す
る
記
事
を
あ
げ
る
と
、
少
し
下
っ
た
時
期
の
も
の
で
あ
る
が
、『
中

32
）

右
記
』
嘉
保
二
年
（
一
〇
九
五
）
三
月
二
十
九
日
条
の
堀
河
天
皇
の
第
二

回
目
の
石
清
水
行
幸
の
記
事
が
あ
る
。
こ
の
記
事
は
行
幸
の
様
子
を
比
較

的
詳
細
に
伝
え
て
い
る
も
の
だ
が
、
特
に
社
前
の
芸
能
の
箇
所
を
引
い
て

み
る
と
、
次
の
よ
う
な
次
第
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

次
東
遊
、
御
神
楽
令
歌
星
、
人
長
右
近

府
生
兼
方
、

乱
声
曲
舞
、
左
萬
歳
楽
、

六
人
）、

賀
殿
、
龍
王
、
右
延
喜

楽
、
地
久
、

納
蘇
利
、

別
当
法
眼
頼
清
為
御
導
師
、
行
御
諷
誦
事
、

宝
前
で
東
遊
が
あ
り
、
続
い
て
御
神
楽
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
舞
楽
、
宮
寺

の
社
僧
に
よ
る
諷
誦
が
行
わ
れ
て
い
る
。
特
に
御
神
楽
で
は
「
星
」
が
歌

わ
れ
た
と
あ
り
、
ま
た
人
長
は
秦
兼
方
が
務
め
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え

る
が
、
他
に
ど
の
よ
う
な
曲
が
歌
わ
れ
た
の
か
や
、
楽
人
の
誰
が
奉
仕
し

た
の
か
な
ど
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
不
明
で
あ
る
。

ま
た
『
中
右
記
』
康
和
五
年
（
一
一
〇
三
）
十
一
月
五
日
条
に
は
、
堀

河
天
皇
の
第
三
回
目
の
石
清
水
行
幸
の
様
子
を
記
し
て
い
る
。

次
東
遊
、
次
馳
御
馬
、
次
乱
声
曲
舞
、
左
、
万
歳
楽
六
人
、
賀
殿
、
龍
王
、

右
、
延
喜
楽
、
長
保
楽
、
納
蘇
利
、

御

神
楽

御
誦
経
、
此
間
以
行
事
弁
顕
隆
被
仰
勧
賞
、
給
禄
於
僧
侶
・

官
等
、
次
帰
参
宿
院
、
上
卿
以
下
各
々
分
散
了
、

舞
人
、
右
少
将
師
時
朝
臣
、
侍
従
師
親
朝
臣
、

中
務
大
輔
家
光
、
少
納
言
実
明
、

右
兵
衞
左
通
季
、
右
衞
門
督
家
保
、

左
馬
権
頭
時
俊
（
地
下
）、
左
兵
衞
助
左
宗
能
、

蔵
人
右
衞
門
重
隆
、
左
衞
門
尉
源
家
重
（
地
下
）、

陪
従
四
位
二
人
、
右
京
大
夫
宣
実
朝
臣
、

散
位
家
俊
朝
臣
、

御
神
楽
拍
子
、
本
、
家
俊
朝
臣
、

末
、
右
近
番
長
近
方
、

人
長
兼
方
、
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宝
前
で
は
、
東
遊
、
舞
楽
が
あ
り
、
そ
の
次
に
御
神
楽
が
行
わ
れ
て
い

る
。
こ
の
順
序
が
宝
前
の
儀
の
式
次
第
を
表
わ
し
て
い
る
と
す
る
と
、
嘉

保
二
年
の
行
幸
の
と
き
と
は
式
次
第
が
多
少
前
後
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
と
き
の
御
神
楽
は
、
本
拍
子
が
源
家
俊
、

末
拍
子
が
多
近
方
、
人
長
は
秦
兼
方
と
な
っ
て
お
り
、
御
神
楽
に
奉
仕
し

た
人
物
名
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
永
久
二
年
（
一
一
一
四
）
十
一

月
十
四
日
の
鳥
羽
天
皇
の
第
二
回
目
の
石
清
水
行
幸
に
つ
い
て
も
、『
中

右
記
』
が
比
較
的
詳
し
く
伝
え
て
く
れ
て
い
る
。

一
二
歌
東
遊
、
了
令
馳
御
馬
、
次
乱
声
曲
舞
、
左
萬
歳
楽
六
人
、
賀
殿
、
龍

王
、
右
延
喜
楽
、
地
久
、
納
曾

利
、

次
御
神
楽
、
近
方
時
元
執
拍
子
、

こ
の
行
幸
の
御
神
楽
の
拍
子
は
、
多
近
方
・
豊
原
時
元
の
二
人
が
務
め
て

い
る
。
多
近
方
は
、
康
和
五
年
で
も
拍
子
を
と
っ
て
い
た
の
で
、
こ
の
時

期
の
行
幸
の
御
神
楽
で
は
毎
回
拍
子
を
担
当
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
多
近

方
に
つ
い
て
は
別
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る

33
）

の
で
、
こ
こ
で
そ
の
人
物
に
つ

い
て
詳
述
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
御
神
楽
の
拍
子
の
名
手
で
あ
っ
た
父

の
資
忠
の
跡
を
継
い
で
、
長
く
宮
廷
内
外
の
御
神
楽
の
拍
子
を
担
当
し
た

地
下
楽
人
で
あ
っ
た
。
院
政
期
の
石
清
水
行
幸
に
つ
い
て
は
、
御
神
楽
は

地
下
楽
人
に
よ
っ
て
奉
仕
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

以
上
の
比
較
的
詳
細
な
記
事
を
み
て
も
、
や
は
り
行
幸
の
御
神
楽
の
詳

し
い
次
第
は
判
ら
な
い
。
こ
こ
で
検
討
さ
れ
る
べ
き
は
、
や
は
り
石
清
水

臨
時
祭
の
御
神
楽
で
あ
る
。
何
度
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
石
清
水
行
幸

は
石
清
水
臨
時
祭
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
御
神
楽
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
最
後
に
臨
時
祭

の
神
事
の
次
第
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。

『
兵

34
）

範
記
』
保
元
三
年
（
一
一
五
八
）
三
月
二
十
二
日
条
に
は
、
臨
時

祭
の
社
頭
の
神
事
の
詳
細
な
次
第
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
年
の
臨
時

祭
で
は
、
平
信
範
が
舞
人
を
務
め
て
お
り
、
御
神
楽
を
含
め
た
神
事
を
細

か
く
伝
え
て
く
れ
て
い
る
。

石
清
水
臨
時
祭
也
、（
中
略
）
上
下
食
事
了
登
宝
前
、
此
間
行
事
蔵

人
舞
人
参
上
、
御
馬
十
疋
牽
立
楼
門
階
下
、
向
宝
前

西
上
、

頃
之
使
参
上
、
内

蔵
官
人
渡
庭
、
積
御
幣
等
於
宮
寺
、
次
掃
部
寮
敷
宣
命
座
於
舞
殿
南

二
間
、
主
殿
官
人
炬
松
明
列
立
東
西
砌
、
次
使
着
座
、
再
拝
読
宣

命
、
俗
別
当
捧
官
幣
申
祝
、
此
間
舞
人
廻
御
馬
返
祝
了
、
使
退
去
、

楼
門

東
門
、

御
馬
両
三
匝
之
間
、
陪
従
発
歌
笛
、
八
匝
了
、
自
東
廻

西
也
、

東
遊
使
率

陪
従
列
立
東
庭
橘
樹
下
、
小
舎
人
二
人
舁
和
琴
、
次
両
箇
舞
、
下
官

立
両
、

畢
使
以
下
退
去
、
次
掃
部
寮
敷
御
神
楽
座
、
舞
殿
柱
内
東
西
各
二

行
、
為
舞
人
陪
従
座
、
本
西
、
末

東
、
自
北
一
間
及
楼
門
造
舎
、

東
西
柱
外
敷
召
人
座
、
砌
内
、

末
座
末
敷
人

長
座
、
次
穀
倉
院
居
衝
重
、
湯
漬、

主
殿
官
人
炬
庭
燎
、
次
使
以
下
着

座
、
使
着
本
座
上
、
一
舞
下
方
着
末
座
上
、
二
舞
重
盛
着
使
次
、
以
下
傚
之
可
知
、
四
位
以
下
陪
従

各
六
人
分
着
左
右
、
召
人
六
人
、
右
近
将
曹
多
成
方
、
左
衞
門
志
同
好
方
以
下
、
同
分
着
左

右
、
人
長
着
座
、
盃
酌
三

献
、
穀
倉
院
官
人
勧
之
、

次
人
長
立
進
庭
燎
前
行
事
、
次
使
以
下
起
座
、
次

召
才
男
共
、
笛
縫
殿
助
惟
盛
令
候
于
本
方
、
次
篳
篥
同
助
頼
成
令
候

于
末
方
、
次
和
琴
兵
部
丞
盛
清
令
候
本
方
、
次
一
歌
範
基
、
次
二
歌

信
綱
、
人
長
復
座
、
使
舞
人
以
下
復
座
、
成
方
好
方
取
本
末
拍
子
、

神
宴
如
常
、
唐
神
之
時
有
勧
盃
、
鶏
鳴
事
了
、
各
起
座
、
使
候
于
楼

東
脇
、
舞
人
上
御
馬
、
自
上
﨟
上
之
、
仍

下
官
先
上
也
、

次
馳
之
、
下
官
先
進
出
、

実
不
能
馳
、

次
舞
人
自

歩
前
行
、
次
使
退
下
、
陪
従
歌
山
城
、

松
明
降
山
路
、
下
官
着
宿

所
、
于
時
第
二
鶏
鳴
、
未
及
四
明
、
去
夕
参
上
之
次
参
高
良
奉
幣
、

次
事
未
始
之
間
於
宝
前
所
奉
幣
也
、

御
神
楽
の
次
第
は
次
の
よ
う
な
流
れ
で
あ
る
。
東
遊
の
終
了
後
、
掃
部
寮

が
御
神
楽
座
を
敷
く
。
舞
殿
の
柱
の
内
側
に
東
西
の
各
二
行
の
座
が
用
意
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さ
れ
て
、
こ
れ
が
舞
人
と
陪
従
の
座
と
な
る
。
ま
た
柱
の
外
側
に
召
人
の

座
が
設
え
ら
れ
、
そ
の
末
座
の
末
に
人
長
の
座
が
設
け
ら

35
）

れ
る
。
次
に
穀

倉
院
が
衝
重
を
据
え
る
。
主
殿
官
人
が
庭
燎
を
焚
き
、
次
に
勅
使
以
下
が

着
座
す
る
。
盃
酌
の
三
献
が
あ
っ
て
か
ら
、
人
長
が
立
っ
て
進
み
出
て
、

庭
燎
の
前
の
行
事
を
行
い
、
次
に
勅
使
以
下
が
座
を
立
つ
。
次
に
才
男
共

を
召
し
、
笛
が
本
方
、
篳
篥
が
末
方
、
和
琴
が
本
方
に
着
座
す
る
。
次
に

一
歌
、
次
に
二
歌
、
人
長
が
座
に
戻
り
、
勅
使
と
舞
人
以
下
が
座
に
戻

る
。
多
成
方
が
本
拍
子
、
多
好
方
が
末
拍
子
を
と
り
、
神
宴
は
常
の
ご
と

く
行
わ
れ
た
と
い
う
。「
韓
神
」
の
時
に
勧
盃
が
あ
り
、
鶏
鳴
に
式
次
第

が
終
了
し
た
。
そ
れ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
座
を
立
ち
、
勅
使
が
退
下
す
る
の
だ

が
、
そ
の
と
き
陪
従
が
催
馬
楽
の
「
山
城
」
を
歌
う
。
松
明
を
掲
げ
な
が

ら
山
路
を
下
山
し
、
勅
使
一
行
は
宿
所
（
極
楽
寺
）
に
戻
っ
た
。
以
上
の

よ
う
な
流
れ
で
あ
る
。

こ
の
記
事
か
ら
確
認
で
き
る
こ
と
の
一
つ
は
、
御
神
楽
の
拍
子
に
多
成

方
と
好
方
の
兄
弟
が
奉
仕
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
兄
弟
は
先
述
し

た
多
近
方
の
息
子
だ
か
ら
、
石
清
水
行
幸
の
御
神
楽
の
拍
子
も
、
石
清
水

臨
時
祭
の
拍
子
も
、
多
氏
が
担
当
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
こ
こ
に
一
つ

行
幸
と
臨
時
祭
の
御
神
楽
に
お
け
る
共
通
点
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
『
兵
範
記
』
の
記
事
は
行
幸
の
御
神
楽
を
再
現
す
る
上
で
も
相
当
に

参
考
に
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
『
兵

範
記
』
の
詳
細
な
記
事
を
も
っ
て
し
て
も
、
御
神
楽
の
式
次
第
は
「
神
宴

如
常
」
と
あ
る
ば
か
り
で
、
そ
の
具
体
的
な
曲
名
は
「
韓
神
」
程
度
し
か

判
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ま
と
め
に
か
え
て

石
清
水
行
幸
に
つ
い
て
、
特
に
御
神
楽
の
開
始
の
記
事
を
め
ぐ
っ
て
、

管
見
に
入
っ
た
文
献
史
料
を
整
理
し
な
が
ら
検
討
を
試
み
た
。
石
清
水
行

幸
の
御
神
楽
の
初
見
は
長
暦
元
年
（
一
〇
三
七
）
三
月
九
日
で
あ
る
が
、

石
清
水
臨
時
祭
の
御
神
楽
の
初
見
は
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
三
月
三
十

日
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
開
始
時
期
は
初
見
記
事
の
時
点
よ
り
も
大
幅

に
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
あ
る
行
事
が
誕
生
し

て
、
そ
れ
が
恒
例
化
さ
れ
る
の
に
時
間
が
か
か
る
場
合
も
少
な
く
な
い
こ

と
か
ら
、
行
幸
に
お
け
る
御
神
楽
も
毎
回
必
ず
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い

か
も
し
れ
な
い
。
院
政
期
に
入
る
と
、
御
神
楽
は
恒
例
化
さ
れ
た
と
み
ら

れ
る
が
、
摂
関
期
に
つ
い
て
は
よ
く
判
ら
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
そ
れ
を
明

ら
か
に
す
る
文
献
史
料
は
非
常
に
少
な
く
、
ま
た
そ
の
式
次
第
も
不
明
な

点
が
多
い
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
も
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
論
じ
切
れ
な
か
っ
た
の

が
残
念
で
あ
る
。

本
稿
の
先
の
課
題
と
し
て
は
、
石
清
水
行
幸
と
式
次
第
に
お
い
て
類
示

す
る
石
清
水
臨
時
祭
と
、
そ
の
御
神
楽
の
詳
細
な
研
究
が
あ
げ
ら
れ
る
だ

ろ
う
。
こ
れ
ま
で
に
も
石
清
水
臨
時
祭
の
御
神
楽
に
関
す
る
論
考
は
多
数

発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
石
清
水
行
幸
の
御
神
楽
な
ど
と
関
連
さ
せ

て
論
じ
た
も
の
は
管
見
に
入
っ
て
い
な
い
。
石
清
水
八
幡
宮
寺
の
御
神
楽

の
全
体
像
を
と
ら
え
て
い
く
た
め
に
は
、
本
稿
で
問
題
と
し
た
行
幸
の
御

神
楽
も
視
野
に
収
め
つ
つ
、
臨
時
祭
の
御
神
楽
や
初
卯
の
御
神
楽
な
ど
と

の
比
較
研
究
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
石
清
水
行
幸
に
続
い

て
行
わ
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
賀
茂
行
幸
の
御
神
楽
、
お
よ
び
毎
年
の

賀
茂
臨
時
祭
の
還
立
御
神
楽
に
つ
い
て
も
、
一
つ
の
大
き
な
枠
組
み
の
中
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で
と
ら
え
て
い
く
視
点
が
求
め
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
今
回
は
論
の
拡
大
を
恐
れ
て
問
題
と
し
な
か
っ
た
が
、
本
稿

で
取
り
上
げ
た
文
献
史
料
で
は
「
神
楽
」
と
「
御
神
楽
」
の
両
方
の
表
記

が
み
ら
れ
た
。
こ
の
両
者
は
同
一
の
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
相
違
の
あ

る
も
の
な
の
か
、
今
後
の
検
討
を
要
す
る
問
題
点
と
し
て
最
後
に
指
摘
し

て
お
き
た
い
。

注1
）

石
清
水
八
幡
宮
略
史

崇
敬
（
行
幸
）」（
田
中
弘
清
『
石
清
水
八
幡
宮
史

首
巻
』
続
群
書
類
従
完
成
会
・
昭
和
十
四
年
）

2
）

田
中
恆
清
『
石
清
水
八
幡
宮
の
宮
司
が
語
る
謎
多
き
神
八
幡
様
の
す
べ
て
』

（
新
人
物
往
来
社
・
平
成
二
十
二
年
）

3
）

拙
稿
「
石
清
水
八
幡
宮
寺
の
御
神
楽
と
惣
官
」（
日
本
歌
謡
学
会
『
日
本
歌

謡
研
究
』
第
四
十
九
号
・
平
成
二
十
一
年
十
二
月
）

4
）

三
橋
正
『
平
安
時
代
の
信
仰
と
宗
教
儀
礼
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
・
平
成

十
二
年
）

5
）
『
日
本
紀
略
』
応
和
元
年
（
九
六
一
）
八
月
十
三
日
条
・
十
五
日
条
に
よ
れ

ば
、
藤
原
安
子
は
石
清
水
放
生
会
に
音
楽
と
走
馬
を
奉
納
し
て
い
る
こ
と
が
う

か
が
え
る
。

6
）
『
小
記
目
録
』「
諸
社
行
幸
事
」
に
よ
れ
ば
「
天
元
元
年
五
月
十
日
、
定
石
清

水
行
幸
日
時
事
、」
と
あ
る
。

7
）
『
日
本
紀
略
』
天
元
元
年
（
九
七
八
）
十
月
十
三
日
条

8
）

八
馬
朱
代
「
円
融
天
皇
と
石
清
水
八
幡
宮
」（
吉
川
弘
文
館
『
日
本
歴
史
』

平
成
十
七
年
五
月
号
）

9
）

岡
田
荘
司
『
平
安
時
代
の
国
家
と
祭
祀
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
・
平
成
六

年
）

10
）
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
に
よ
る
。

11
）

中
田
武
司
編
『
踏
歌
節
会
研
究
と
資
料
』（
お
う
ふ
う
・
平
成
八
年
）

12
）
『
日
本
思
想
大
系
』
に
よ
る
。

13
）

前
掲

八
馬
朱
代
「
円
融
天
皇
と
石
清
水
八
幡
宮
」

14
）

前
掲

岡
田
荘
司
『
平
安
時
代
の
国
家
と
祭
祀
』

15
）

大
村
拓
生
「
中
世
前
期
の
行
幸

｜
神
社
行
幸
を
中
心
と
し
て
｜
」（
中
世

史
研
究
会
『
年
報
中
世
史
研
究
』
第
十
九
号
・
平
成
六
年
）

16
）

八
馬
朱
代
「
一
条
・
後
一
条
天
皇
の
石
清
水
行
幸
に
つ
い
て

｜
長
徳
・
長

保
・
長
元
の
特
徴
｜
」（
日
本
大
学
史
学
会
『
史
叢
』
第
七
十
四
号
・
平
成
十

八
年
）

17
）
『
増
補
史
料
大
成
』
に
よ
る
。

18
）
『
本
朝
世
紀
』
長
保
五
年
（
一
〇
〇
三
）
三
月
四
日
条

19
）

前
掲

八
馬
朱
代
「
一
条
・
後
一
条
天
皇
の
石
清
水
行
幸
に
つ
い
て

｜
長

徳
・
長
保
・
長
元
の
特
徴
｜
」

20
）
『
大
日
本
古
記
録
』
に
よ
る
。

21
）

前
掲

三
橋
正
『
平
安
時
代
の
信
仰
と
宗
教
儀
礼
』

22
）

前
掲

八
馬
朱
代
「
一
条
・
後
一
条
天
皇
の
石
清
水
行
幸
に
つ
い
て

｜
長

徳
・
長
保
・
長
元
の
特
徴
｜
」

23
）
『
大
日
本
古
記
録
』
に
よ
る
。

24
）

前
掲

大
村
拓
生
「
中
世
前
期
の
行
幸

｜
神
社
行
幸
を
中
心
と
し
て
｜
」

25
）

前
掲

三
橋
正
『
平
安
時
代
の
信
仰
と
宗
教
儀
礼
』

26
）

前
掲

八
馬
朱
代
「
一
条
・
後
一
条
天
皇
の
石
清
水
行
幸
に
つ
い
て

｜
長

徳
・
長
保
・
長
元
の
特
徴
｜
」

27
）
『
日
本
紀
略
』
長
元
二
年
（
一
〇
二
九
）
十
一
月
二
十
八
日
条

28
）
『
続
々
群
書
類
従
』
に
よ
る
。

29
）
『
増
補
史
料
大
成
』
に
よ
る
。

30
）

松
前
健
「
内
侍
所
御
神
楽
の
成
立
」（『
松
前
健
著
作
集

第
四
巻

神
と
芸

能
』
お
う
ふ
う
・
平
成
十
年
）

31
）

石
清
水
八
幡
宮
寺
の
初
卯
の
御
神
楽
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
て
そ
の
詳
細
を

論
じ
る
予
定
で
あ
る
が
、
御
神
楽
の
次
第
は
『
宮
寺

極
楽
寺
恒
例
仏
神
事
惣

次
第
』
の
も
の
が
比
較
的
詳
し
く
、
ま
た
信
頼
性
が
高
い
。

32
）
『
増
補
史
料
大
成
』
に
よ
る
。

33
）

拙
稿
「
堀
河
天
皇
と
多
氏
の
楽
人

｜
御
神
楽
親
授
譚
を
め
ぐ
っ
て
｜
」

（
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
『
国
語
国
文
』
平
成
二
十
二
年
二

―12―



月
号
）

34
）
『
増
補
史
料
大
成
』
に
よ
る
。

35
）

石
清
水
臨
時
祭
の
構
成
員
の
座
に
つ
い
て
は
、
木
部
英
弘
「
御
神
楽
成
立
に

関
す
る
一
考
察
｜
殿
上
の
御
神
楽
と
庭
上
の
御
神
楽
の
相
違
を
中
心
と
し
て

｜
」（
儀
礼
文
化
学
会
『
儀
礼
文
化
』
第
十
七
号
・
平
成
四
年
）・「
座
の
配
置

に
み
る
宮
廷
御
神
楽
の
変
遷
」（
日
本
歌
謡
学
会
『
日
本
歌
謡
研
究
』
第
三
十

八
号
・
平
成
十
年
十
二
月
）
に
詳
し
い
。

付
記

本
稿
は
平
成
二
十
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に

よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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